
墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行   
 （区民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書） 

第２４条の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において

「給与所得者」という。）で区内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき同項の給与等の支払者（以下この

条において「給与支払者」という。）から

毎年最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該給

与支払者を経由して、区長に提出しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 当該給与支払者の氏名又は名称 

 ⑵ 扶養親族の氏名 

 ⑶ その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定による申告書を提出した給与所得者で

区内に住所を有するものは、その年の中途

において当該申告書に記載した事項につい

て異動を生じた場合には、前項又は法第３

１７条の３の２第１項の給与支払者からそ

の異動を生じた日後最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、その異動の内容その他施行規

則で定める事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、区長に提出しなけ

ればならない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定に

よる申告書がその提出の際に経由すべき給

与支払者に受理されたときは、その申告書

は、その受理された日に区長に提出された

ものとみなす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が所得税法第１９８条第２項に規定

する納税地の所轄税務署長の承認を受けて

いる場合には、施行規則で定めるところに

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



より、当該申告書の提出に代えて、当該給

与支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって施行規則で定めるものを

いう。次条第４項において同じ。）により

提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第

３項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と、「給与支払者に受理されたと

き」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と、「受理された日」とあるのは

「提供を受けた日」とする。 

 （区民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書） 

第２４条の３ 所得税法第２０３条の５第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という。）で区

内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項の公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金等支

払者」という。）から毎年最初に同項に規

定する公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、区長に提出

しなければならない。 

 ⑴ 当該公的年金等支払者の名称 

 ⑵ 扶養親族の氏名 

 ⑶ その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の

規定による申告書を公的年金等支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者を経由して提出した

前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書に記載した事項と異動がな

いときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第２０３条の５第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２項に規定する国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限り、施行規則で定めるところ

により、前項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定により記載すべき事項に代えて

当該異動がない旨を記載した前項又は法第

３１７条の３の３第１項の規定による申告

書を提出することができる。 

３ 第１項の場合において、同項の規定によ

る申告書がその提出の際に経由すべき公的

年金等支払者に受理されたときは、その申

告書は、その受理された日に区長に提出さ

れたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が所得税法第２０３条の５第４項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を

受けている場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第

３項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と、「公的年金等支払者に受理さ

れたとき」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と、「受理された日」

とあるのは「提供を受けた日」とする。 

 （たばこ税の税率） 

第５０条 たばこ税の税率は、１，０００本

につき４，６１８円とする。 

   付 則 

 （たばこ税の税率の特例） 

第６条の２ たばこ事業法附則第２条の規定

による廃止前の製造たばこ定価法（昭和４

０年法律第１２２号）第１条第１項に規定

する紙巻たばこ３級品の当該廃止の時にお

ける品目と同一である喫煙用の紙巻たばこ

に係るたばこ税の税率は、第５０条の規定

にかかわらず、当分の間、１，０００本に

つき２，１９０円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第５０条 たばこ税の税率は、１，０００本

につき３，２９８円とする。 

   付 則 

 〔同左〕 

第６条の２ たばこ事業法附則第２条の規定

による廃止前の製造たばこ定価法（昭和４

０年法律第１２２号）第１条第１項に規定

する紙巻たばこ３級品の当該廃止の時にお

ける品目と同一である喫煙用の紙巻たばこ

に係るたばこ税の税率は、第５０条の規定

にかかわらず、当分の間、１，０００本に

つき１，５６４円とする。 



２ 〔略〕 

 （非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区

民税の所得計算の特例） 

第１３条の３ 区民税の所得割の納税義務者

が、前年中に租税特別措置法第３７条の１

４第５項第２号に規定する非課税上場株式

等管理契約（次項において「非課税上場株

式等管理契約」という。）に基づき同条第

１項に規定する非課税口座内上場株式等（そ

の者が２以上の同条第５項第１号に規定す

る非課税口座（以下この条において「非課

税口座」という。）を有する場合には、そ

れぞれの非課税口座に係る非課税口座内上

場株式等。以下この条において同じ。）の

譲渡をした場合には、令附則第１８条の６

の２第３項で定めるところにより、当該非

課税口座内上場株式等の譲渡による事業所

得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金

額と当該非課税口座内上場株式等以外の同

法第３７条の１０第２項に規定する株式等

の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の

金額又は雑所得の金額とを区分して、これ

らの金額を計算するものとする。 

２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各

号に掲げる事由により、非課税口座からの

非課税口座内上場株式等の一部又は全部の

払出し（振替によるものを含む。以下この

項において同じ。）があった場合には、当

該払出しがあった非課税口座内上場株式等

については、その事由が生じた時に、令附

則第１８条の６の２第２項で定める金額（以

下この項において「払出し時の金額」とい

う。）により非課税上場株式等管理契約に

基づく譲渡があったものと、同法第３７条

の１４第４項第１号に掲げる移管、返還又

は廃止による非課税口座内上場株式等の払

出しがあった非課税口座を開設し、又は開

設していた区民税の所得割の納税義務者に

ついては、当該移管、返還又は廃止による

払出しがあった時に、その払出し時の金額

をもって当該移管、返還又は廃止による払

２ 〔略〕 
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出しがあった非課税口座内上場株式等の数

に相当する数の当該非課税口座内上場株式

等と同一銘柄の同法第３７条の１１の３第

２項に規定する上場株式等の取得をしたも

のとそれぞれみなして、前項及び付則第１

３条の規定その他のこの条例の規定を適用

する。 

   

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日か

ら施行する。 

 ⑴ 第５０条の改正規定及び付則第６条の２第１項の改正規定並びに付則第３条の

規定 平成２２年１０月１日 

 ⑵ 第２４条の次に２条を加える改正規定及び次条第１項から第３項までの規定 

平成２３年１月１日 

 ⑶ 付則第１３条の３の改正規定及び次条第４項の規定 平成２５年１月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の墨田区特別区税条例（以下「新条例」という。）第

２４条の２の規定は、平成２３年１月１日以後に提出する同条第１項及び第２項に

規定する申告書について適用する。 

２ 新条例第２４条の３の規定は、平成２３年１月１日以後に提出する同条第１項に

規定する申告書について適用する。 

３ 平成２３年中に新条例第２４条の３第１項の規定による申告書を提出する場合に

おいては、同条第２項中「前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告

書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成２２年

法律第６号）第１条の規定による改正前の所得税法第２０３条の５第１項の規定に

よる申告書（同条第２項の規定により提出した同条第１項の規定による申告書を含

む。）に記載した事項のうち前項各号又は法第３１７条の３の３第１項各号に掲げ

る事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。 



４ 新条例付則第１３条の３の規定は、平成２５年度以後の年度分の区民税について

適用する。 

 （特別区たばこ税に関する経過措置） 

第３条 平成２２年１０月１日（次項及び第３項において「指定日」という。）前に

課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 指定日前に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１項の売渡し又

は同条第２項の売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に

規定する売渡しを除く。）が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸

売販売業者等（新条例第４７条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この

項及び第６項において同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）附則第３９条第１項

の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これら

の者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者

が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理す

る営業所において所持されるものに限る。）を指定日に区の区域内に営業所の所在

する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に特別区たばこ税を課

する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみな

される製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号

に定める税率により特別区たばこ税を課する。 

 ⑴ 製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除く。） １，０００本につき１，３

２０円 

 ⑵ 新条例付則第６条の２第１項に規定する紙巻たばこ １，０００本につき６２

６円 

３ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行

規則の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第２７号）別記第２号様式による



申告書を指定日から起算して１月以内に区長に提出しなければならない。 

４ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２３年３月３１日までに、その申

告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。第６項において

「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなけれ

ばならない。 

５ 第２項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定

するもののほか、新条例第８条、第４９条第２項、第５１条の３第４項及び第５項

並びに第５２条の規定を適用する。この場合において、新条例第４９条第２項中

「前項」とあるのは「墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２２年墨田

区条例第  号。以下この項及び第２章第４節において「平成２２年改正条例」と

いう。）付則第３条第２項」と、新条例第５１条の３第４項中「施行規則第３４号

の２様式又は第３４号の２の２様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正

する省令（平成２２年総務省令第２７号）別記第２号様式」と、同条第５項中「第

１項又は第２項」とあるのは「平成２２年改正条例付則第３条第４項」と、新条例

第５２条第２項中「第５１条の３第１項又は第２項」とあるのは「平成２２年改正

条例付則第３条第４項」と読み替えるものとする。 

６ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内

に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第２項の規定に

より特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、

当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第５１条の４の規定に準じて、同条

の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ

税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別

区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、

当該卸売販売業者等が新条例第５１条の３第１項から第３項までの規定により区長

に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての

明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。 


